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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】簡単な操作で複数の身体情報を容易に取得する
ことが可能な健康管理システムを提供する。
【解決手段】健康管理システム１００は、使用者の身体
状態に関する複数の身体情報のうちの少なくとも１種を
測定する複数の測定ユニットと、複数の測定ユニットか
ら身体情報を取得できるように当該複数の測定ユニット
と通信可能に接続されている操作ユニットと、を備える
。操作ユニットは、表示部と、使用者による操作によっ
て複数の測定ユニットによる一連の測定を開始可能な状
態にする開始スイッチ部と、を有する。表示部は、一連
の測定が開始されたときに、複数の測定ユニットの測定
の手順を示すインストラクション情報を表示するととも
に、個々の測定ユニットから取得された身体情報を表示
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の身体状態に関する複数の身体情報のうちの少なくとも１種を測定する複数の測
定ユニットと、
　前記複数の測定ユニットから前記身体情報を取得できるように当該複数の測定ユニット
と通信可能に接続されている操作ユニットと、
を備え、
　前記操作ユニットは、
　表示部と、
　前記使用者による操作によって前記複数の測定ユニットによる一連の測定を開始可能な
状態にする開始スイッチ部と、
を有し、
　前記表示部は、前記一連の測定が開始されたときに、前記複数の測定ユニットの測定の
手順を示すインストラクション情報を表示するとともに、個々の測定ユニットから取得さ
れた前記身体情報を表示する、
健康管理システム。
【請求項２】
　前記身体情報に基づいた前記使用者の健康に対するアドバイス情報を生成するアドバイ
ス情報生成部をさらに備え、
　前記表示部は、前記アドバイス情報をさらに表示する、
請求項１に記載の健康管理システム。
【請求項３】
　前記アドバイス情報生成部は、前記使用者の年令および／または性別の情報と前記身体
情報の両方に基づいて前記アドバイス情報を生成する、
請求項２に記載の健康管理システム。
【請求項４】
　前記アドバイス情報生成部は、季節または時間に起因する環境情報、前記使用者の年令
および／または性別の情報、および前記身体情報に基づいて前記アドバイス情報を生成す
る、請求項２に記載の健康管理システム。
【請求項５】
　前記表示部は、前記使用者の年令および／または性別によって前記インストラクション
情報を変更して表示する、
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の健康管理システム。
【請求項６】
　前記操作ユニットは、前記使用者による操作によって前記複数の測定ユニットのうちの
一部の測定の省略を指示する測定省略スイッチ部をさらに有し、
　前記表示部は、前記複数の測定ユニットのうちの測定の省略を指示された一部の測定ユ
ニットの測定の手順をとばして表示する、
請求項１乃至５のいずれか１項に記載の健康管理システム。
【請求項７】
　前記複数の測定ユニットから取得された複数の前記身体情報に基づいて前記使用者のマ
ッサージを行うマッサージユニットをさらに備える、
請求項１乃至６のいずれか１項に記載の健康管理システム。
【請求項８】
　前記身体情報に基づいた前記使用者の健康に対するアドバイス情報を生成するアドバイ
ス情報生成部、および
　前記複数の測定ユニットから取得された複数の前記身体情報および前記アドバイス情報
に基づいて前記使用者のマッサージを行うマッサージユニットをさらに備える、
請求項１乃至６のいずれか１項に記載の健康管理システム。
【請求項９】
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　前記操作ユニットに通信可能に接続され、前記複数の測定ユニットから取得された複数
の前記身体情報を記憶する記憶部をさらに備える、
請求項１乃至８のいずれか１項に記載の健康管理システム。
【請求項１０】
　前記身体情報は、前記使用者の体重、血圧、脈拍数、体温、発汗量、血糖値、体脂肪率
、水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝量、BMI、肥満度、歩数、歩行距離、消費カロリー、
および睡眠状態からなる群のうちの少なくとも１つから選択される、
請求項１乃至９のいずれか１項に記載の健康管理システム。
【請求項１１】
　少なくとも前記インストラクション情報を音声によって前記使用者に知らせる音声告知
部をさらに備える、
請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の健康管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用者の体重や心拍数などの身体情報を測定する複数の測定ユニットを備え
た健康管理システムに関する。特に、操作が容易であり、複数の身体情報の取得を容易に
行うことが可能な健康管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、マッサージ機の使用者が自己の身体状態に合わせてマッサージコースを自動
的に選択可能なマッサージ機として、複数の身体情報、例えば心拍波形および皮膚抵抗を
検出可能な補助操作部を備えたマッサージ機が提案されている（特許文献１参照）。
　この特許文献１に記載されたマッサージ機における補助操作部は、棒状の操作部本体と
、
当該操作部本体の外周面に配置された２つの検出部、すなわち、心拍波形検出部および皮
膚抵抗検出部とを備えている。
　心拍波形検出部は、操作部本体の両端部に配置され、使用者の両手に接触することによ
り心拍波形を検出する。皮膚抵抗検出部は、操作部本体の一方の端部において心拍波形検
出部に隣接する位置に配置され、使用者の片方の手に接触することにより皮膚抵抗を検出
する。マッサージ機の制御部は、検出された皮膚抵抗から使用者の凝りレベルを導き出す
。
　使用者は、心拍波形を測定するときには、棒状の操作部本体の両端部を両手で握り、当
該両手を心拍波形検出部にそれぞれ接触することにより、心拍波形を検出することが可能
である。
【０００３】
　このマッサージ機では、つぎに皮膚抵抗を測定する際に、表示部に「片手で持ってくだ
さい」と表示される。使用者は、操作部本体を片手で握り、心拍波形検出部に隣接する皮
膚抵抗検出部に接触することにより、皮膚抵抗が検出される。制御部は、皮膚抵抗から凝
りレベルを導き出し、心拍波形および凝りレベルに対応したマッサージコースを選択して
、マッサージ機の駆動部に対して選択されたマッサージコースの動作を行うように制御す
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２３３８６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したようなマッサージ機は、補助操作部を持つ手を両手から片手に持ち変えること
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によって心拍波形および皮膚抵抗という２種の身体情報を測定し、これらの身体情報をマ
ッサージコースの選択などに反映するように構成されている。
　しかし、使用者の健康に関連する身体情報は多種多様であり、これらの身体情報を測定
する機器も多種多様である。例えば、体重計、血圧計、体温計、歩数計など、身体情報を
測定するために種々の測定機器があるが、これらの測定機器は、構成、装着方法、または
操作方法が個々に異なる。そのため、複数の測定機器をそれぞれ操作して当該複数の測定
機器から複数の身体情報を取得する作業は、煩雑になりやすく、複数の身体情報を容易に
取得することができないという問題があった。そのため、使用者は複数の身体情報を取得
して、自己の健康管理やマッサージ機のマッサージコースの選択などに容易に反映するこ
とができなかった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上述した如き課題に鑑みてなされたものであり、簡単な操作で複数
の身体情報を容易に取得することが可能な健康管理システムを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以上のような目的を達成するために、本発明に係る健康管理システムは、使用者の身体
状態に関する複数の身体情報のうちの少なくとも１種を測定する複数の測定ユニットと、
　前記複数の測定ユニットから前記身体情報を取得できるように当該複数の測定ユニット
と通信可能に接続されている操作ユニットと、を備え、前記操作ユニットは、表示部と、
前記使用者による操作によって前記複数の測定ユニットによる一連の測定を開始可能な状
態にする開始スイッチ部と、を有し、前記表示部は、前記一連の測定が開始されたときに
、前記複数の測定ユニットの測定の手順を示すインストラクション情報を表示するととも
に、個々の測定ユニットから取得された前記身体情報を表示することを特徴とする。
【０００８】
　このような構成とすることにより、使用者が操作ユニットの開始スイッチ部を操作する
ことにより、複数の測定ユニットによる一連の測定が開始され、操作ユニットの表示部は
、一連の測定が開始されたときに、複数の測定ユニットの測定の手順を示すインストラク
ション情報を表示するとともに、個々の測定ユニットから取得された身体情報を表示する
。これにより、健康管理のために体重や血圧などの複数の身体情報を取得するために、使
用者は、操作ユニットの開始スイッチ部を操作するだけで、操作ユニットの指示にしたが
って複数の身体情報の取得を容易に行うことができる。
【０００９】
　また、前記身体情報に基づいた前記使用者の健康に対するアドバイス情報を生成するア
ドバイス情報生成部をさらに備え、前記表示部は、前記アドバイス情報をさらに表示する
のが好ましい。
【００１０】
　このような構成とすることにより、測定ユニットから取得した使用者の現在の身体情報
に基づいて健康についての的確なアドバイス情報を生成し、当該アドバイス情報を表示部
に表示して使用者に提供することが可能であり、使用者はアドバイス情報に基づいて自己
の健康管理を毎日容易に行うことが可能である。
【００１１】
　また、前記アドバイス情報生成部は、前記使用者の年令および／または性別の情報と前
記身体情報の両方に基づいて前記アドバイス情報を生成するのが好ましい。
【００１２】
　このような構成とすることにより、測定ユニットから取得した身体情報に基づくだけで
なく、使用者の年令および／または性別の情報にも基づいてアドバイス情報を生成するの
で、使用者は使用者の年令や性別に対応したより的確なアドバイス情報を取得することが
可能である。
【００１３】
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　また、前記アドバイス情報生成部は、季節または時間に起因する環境情報、前記使用者
の年令および／または性別の情報、および前記身体情報に基づいて前記アドバイス情報を
生成するのが好ましい。
【００１４】
　このような構成とすることにより、測定ユニットから取得した身体情報だけでなく、使
用者の年令および／または性別の情報、および季節または時間に起因する環境情報にも基
づいてアドバイス情報を生成するので、使用者は使用者の年令や性別、および季節または
時間に対応したより一層的確なアドバイス情報を取得することが可能である。したがって
、季節によって発生しやすい病気の予防や時間ごとによって生じやすい身体の異常などに
ついてのより詳しいアドバイス情報を取得することが可能である。
【００１５】
　また、前記表示部は、前記使用者の年令および／または性別によって前記インストラク
ション情報を変更して表示するのが好ましい。
【００１６】
　このような構成とすることにより、使用者の年令および／または性別によってインスト
ラクション情報を変更して表示することにより、使用者の年令および／または性別に対応
した順番または測定項目を変更（カスタマイズ）して複数の身体情報を取得することが可
能である。
【００１７】
　また、前記操作ユニットは、前記使用者による操作によって前記複数の測定ユニットの
うちの一部の測定の省略を指示する測定省略スイッチ部をさらに有し、前記表示部は、前
記複数の測定ユニットのうちの測定の省略を指示された一部の測定ユニットの測定の手順
をとばして表示するのが好ましい。
【００１８】
　このような構成とすることにより、使用者が測定省略スイッチ部を操作すれば、表示部
は、複数の測定ユニットのうちの測定の省略を指示された一部の測定ユニットの測定の手
順をとばして表示すること可能になり、必要な身体情報を選択して早期に取得することが
可能である。
【００１９】
　また、前記複数の測定ユニットから取得された複数の前記身体情報に基づいて前記使用
者のマッサージを行うマッサージユニットをさらに備えるのが好ましい。
【００２０】
　このような構成とすることにより、マッサージユニットは、複数の測定ユニットから取
得された複数の身体情報に基づいて、使用者のマッサージを行うことが可能になり、使用
者は効果的でかつ快適なマッサージを受けることが可能になる。
【００２１】
　また、前記身体情報に基づいた前記使用者の健康に対するアドバイス情報を生成するア
ドバイス情報生成部、および前記複数の測定ユニットから取得された複数の前記身体情報
および前記アドバイス情報に基づいて前記使用者のマッサージを行うマッサージユニット
をさらに備えるのが好ましい。
【００２２】
　このような構成とすることにより、マッサージユニットは、複数の測定ユニットから取
得された複数の身体情報だけでなく、上記のアドバイス情報にも基づいて、使用者の身体
状態に対応したマッサージを行うことが可能になり、使用者はより効果的でかつより快適
なマッサージを受けることが可能になる。
【００２３】
　また、前記操作ユニットに通信可能に接続され、前記複数の測定ユニットから取得され
た複数の前記身体情報を記憶する記憶部をさらに備えるのが好ましい。
【００２４】
　このような構成とすることにより、複数の測定ユニットから取得された複数の身体情報
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は、操作ユニットに通信可能に接続された記憶部に記憶されることにより、操作ユニット
の記憶容量などの制約を受けることなく、複数の身体情報を記憶部において安全かつ大量
に保存することが可能である。また、記憶部は、複数の操作ユニットから送られてきた複
数の身体情報を一括して記憶することにより、当該身体情報の集中管理も可能になる。
【００２５】
　また、前記身体情報は、前記使用者の体重、血圧、脈拍数、体温、発汗量、血糖値、体
脂肪率、水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝量、BMI、肥満度、歩数、歩行距離、消費カロ
リー、および睡眠状態からなる群のうちの少なくとも１つから選択されるのが好ましい。
【００２６】
　このような構成とすることにより、身体情報が上記の項目のいずれかからなるので、使
用者は取得した複数の身体情報を操作ユニットの表示部を介して容易に取得することによ
り、これらの身体情報を自己の健康管理に容易に活用することが可能になる。
【００２７】
　また、少なくとも前記インストラクション情報を音声によって前記使用者に知らせる音
声告知部をさらに備えるのが好ましい。
【００２８】
　このような構成とすることにより、複数の測定ユニットの測定の手順を示すインストラ
クション情報を、操作ユニットの表示部に表示するだけでなく、音声告知部から音声によ
って使用者に知らせる。これにより、使用者は、操作ユニットの開始スイッチ部を操作す
るだけで、操作ユニットの表示部からの視覚的な指示および音声告知部からの音声的な指
示を両方受けることにより、これらの指示にしたがって正しい手順および操作方法で複数
の測定ユニットを用い複数の身体情報を容易かつ確実に取得することが可能になる。
【発明の効果】
【００２９】
　以上のような健康管理システムによれば、使用者の体重や血圧などの身体情報を測定す
る複数の測定ユニットを備えた健康管理システムにおいて、操作が容易であり、複数の身
体情報の取得を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態に係る健康管理システムの全体構成を概念的に示す全体構成図
である。
【図２】本発明の実施形態に係る健康管理システムのシステム構成を概略的に示すブロッ
ク図である。
【図３】本発明の実施形態に係るマッサージ機の斜視図である。
【図４】図１のタブレットのディスプレイに表示される初期設定画面の一例を示す説明図
である。
【図５】図１の健康管理システムの基本動作の手順を示すフローチャートである。
【図６】３台の測定ユニット（体重計、血圧計、脈拍計）を用いた場合の具体的な測定フ
ローを説明するための表である。
【図７】図１のタブレットのディスプレイに表示される二分間の健康管理の動作を開始す
るためのスタート画面の一例を示す説明図である。
【図８】前記ディスプレイに表示される使用者に体重測定をするように指示するインスト
ラクション画面の一例を示す説明図である。
【図９】前記ディスプレイに表示された体重測定結果の一例を示す説明図である。
【図１０】前記ディスプレイに表示される使用者に血圧測定をするように指示するインス
トラクション画面の一例を示す説明図である。
【図１１】前記ディスプレイに表示された血圧測定結果の一例を示す説明図である。
【図１２】前記ディスプレイに表示される使用者に脈拍測定をするように指示するインス
トラクション画面の一例を示す説明図である。
【図１３】前記ディスプレイに表示された脈拍測定結果の一例を示す説明図である。
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【図１４】前記ディスプレイに表示されたアドバイス情報の一例として脈拍測定結果に応
じた注意コメントおよびアドバイスの一例を示す説明図である。
【図１５】３台の測定ユニット（体重計、血圧計、脈拍計）を用いて得られた測定結果に
基づいたアドバイス情報をディスプレイに一括して表示した例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下に、本発明の健康管理システムの実施形態について図面に基づいて説明する。
【００３２】
　図１は、本発明の実施形態に係る健康管理システムの構成を概念的に示す全体構成図で
ある。図２は、本発明の実施形態に係る健康管理システムの構成を概略的に示すブロック
図である。
【００３３】
　図１～２に示される健康管理システム（１００）は、使用者の自宅に設置されたマッサ
ージ機（１０）と、事業者に設置されたクラウド型の通信サーバ（２０）と、マッサージ
機（１０）に設けられた操作ユニットとしてのタブレット型端末（１１）（以下、タブレ
ット（１１）という）と、タブレット（１１）と通信可能に接続された複数の測定ユニッ
トとしての体重計（５０）と、血圧計（６０）と、脈拍計（７０）とを備えている。また
、本実施形態では、測定ユニットして、歩数や脈拍などを測定するウェアラブルウォッチ
（８０）なども用いることも可能である。
【００３４】
　複数の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０）など）は、使
用者の身体状態に関する複数の身体情報のうちの少なくとも１種を測定する。身体情報と
しては、例えば使用者の体重、血圧、脈拍数、体温、発汗量、血糖値、体脂肪率、水分量
、筋肉量、骨量、基礎代謝量、BMI、肥満度、歩数、歩行距離、消費カロリー、および睡
眠状態からなる群のうちの少なくとも１つから選択される。
【００３５】
　タブレット（１１）は、マッサージ機（１０）の動作を指示する操作盤として機能する
だけでなく、体重計（５０）、血圧計（６０）、および脈拍計（７０）などを用いた一連
の測定手順や測定方法を使用者に示すためのインストラクション情報を表示するインスト
ラクション機能も有する。
　なお、本実施形態では、操作ユニットとして、タブレット（１１）が用いられているが
、本発明はこれに限定されるものではなく、スマートフォンやパソコンなども用いられて
もよい。または、他の構成の操作盤が用いられてもよい。
　タブレット（１１）は、複数の測定ユニットから身体情報を取得できるように当該複数
の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０）など）と通信可能に
無線通信によって接続されている。
　上記無線通信としては、通信可能距離内（例えば１００ｍ以内）で通信可能となってい
ることが好ましく、例えばブルートゥース（登録商標）、無線ＬＡＮ（ローカルエリアネ
ットワーク）、ＩｒＤＡ（赤外線通信：Infrared Data Association）等が挙げられる。
　なお、タブレット（１１）は、上記複数の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６
０）、脈拍計（７０）など）およびマッサージ機（１０）と有線通信で接続されてもよい
。
　タブレット（１１）は、その前面側において、表示部であるディスプレイ（１１ｆ）と
、使用者が操作可能な操作部としてディスプレイ（１１ｆ）の前面側に配置された透明ま
たは半透明のタッチパネル（１１ｇ）とを有する。タッチパネル（１１ｇ）としては、静
電気感応型や圧力感応型などがあるがいずれの型式でもよい。
　また、操作部としては、タッチパネルの他にも、ディスプレイ（１１ｆ）の枠外に設け
られたキーボードなどの操作盤でもよい。
【００３６】
　ディスプレイ（１１ｆ）には、主に以下のような画面（ａ）～（ｅ）が表示される。
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（ａ）：図４に示される初期設定画面。
（ｂ）：図７に示される使用者による操作によって複数の測定ユニット（体重計（５０）
、血圧計（６０）、脈拍計（７０）など）による一連の測定を開始可能な状態にする開始
スイッチ部（１１ｉ）を表示し、タッチパネル（１１ｇ）を開始スイッチ部（１１ｉ）と
して機能させる画面。
（ｃ）：図８、図１０、図１２に示されるように、一連の測定が開始されたときに、複数
の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０）など）の測定の手順
を示すインストラクション情報を表示する画面。
（ｄ）：図９、図１１、図１３に示されるように、個々の複数の測定ユニット（体重計（
５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０）など）から取得された身体情報を表示する画面
。
（ｅ）：図１４～１５に示されるように、身体情報に基づいた使用者の健康に対するアド
バイス情報を表示する画面。
【００３７】
また、本実施形態の健康管理システム（１００）は、少なくともインストラクション情報
を音声によって使用者に知らせる音声告知部（１６）（図２参照）をさらに備える。音声
告知部（１６）は、たとえばマッサージ機（１０）に設けられるが、マッサージ機（１０
）から離れて設置してもよい。
【００３８】
　上記事業者としては、例えばマッサージ機（１０）を貸し出しする事業者、販売したマ
ッサージ機（１０）を管理する事業者、病院（医療機関）等が挙げられ、後述するアドバ
イス情報を作成するため病院と事業者とが提携したところであることが好ましい。
【００３９】
　マッサージ機（１０）の操作用のタブレット（１１）と通信サーバ（２０）とは公衆回
線網（以下「通信ネットワーク」ともいう）によって互いに接続可能となっている。
　上記通信ネットワークとしては、例えばインターネット網、地域内のネットワーク網等
が挙げられる。
【００４０】
　つぎに、３台の測定ユニット、体重計（５０）、血圧計（６０）、および脈拍計（７０
）の各構成について説明する。
　体重計（５０）の送信部（５１）とタブレット（１１）の受信部（１１ｅ）とはブルー
トゥース（登録商標）などの無線通信によって互いに接続可能となっている。なお、体重
計（５０）は、タブレット（１１）と有線通信で接続されてもよい。
　体重計（５０）は、体重だけなく、体脂肪率、水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝量、BM
Iなどの身体情報を測定することが可能である。体重計（５０）の検出部（５２）で測定
された体重などの身体情報は、測定ごとに、送信部（５１）からタブレット（１１）の受
信部（１１ｅ）へ無線で送信される。
　血圧計（６０）の送信部（６１）は、上記の体重計（５０）の送信部（５１）と同様に
、タブレット（１１）の受信部（１１ｅ）とはブルートゥース（登録商標）などの無線通
信によって互いに接続可能となっている。なお、血圧計（６０）は、タブレット（１１）
と有線通信で接続されてもよい。
　血圧計（６０）は、血圧を測定することが可能であり、血圧と合わせて脈拍を測定して
もよい。血圧計（６０）の検出部（６２）で測定された血圧などの身体情報は、測定ごと
に、送信部（６１）からタブレット（１１）の受信部（１１ｅ）へ無線で送信される。
　本実施形態の脈拍計（７０）は、使用者の脈拍を測定するものであり、たとえば、使用
者の指を表裏から挟んで脈拍を測定する指センサーなどによって構成されている。脈拍計
（７０）は、マッサージ機（１０）に備え付けられ、通信ケーブルを介してタブレット（
１１）に接続されている。脈拍計（７０）の検出部（７２）で測定された脈拍からなる身
体情報は、測定ごとに、送信部７１からタブレット（１１）の受信部（１１ｅ）へ有線で
送信される。なお、脈拍計（７０）は、タブレット（１１）と有線通信で接続されてもよ
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いし、無線通信で接続されてもよい。　なお、図１に示されるウェアラブルウォッチ（８
０）は、歩数、歩行距離、消費カロリー、脈拍、睡眠状態などの身体情報を測定するもの
である。上記のウェアラブルウォッチ（８０）を用いてこれらの身体情報を測定した場合
も、上記体重計（５０）などと同様に、ブルートゥース（登録商標）などの無線通信によ
ってタブレット（１１）の受信部（１１ｅ）へ送信される。なお、ウェアラブルウォッチ
（８０）は、タブレット（１１）と有線通信で接続されてもよい。図２のブロック図では
、ウェアラブルウォッチ（８０）については、図面のスペースの制約上省略されている。
　なお、血圧計（６０）として、血圧だけでなく脈拍を測定する機能を有する血圧計を用
いてもよい。その場合、脈拍計（７０）を省略することが可能である。
【００４１】
　通信サーバ（２０）は、例えば、事業者に設置されたクラウド型の通信サーバであるが
、クラウド型以外の他形態のサーバでもよい。通信サーバ（２０）は、マッサージ機（１
０）に設けられた操作用のタブレット（１１）と通信ネットワークによって互いに接続可
能となっており、タブレット（１１）から身体情報を含むデータを受信する受信部（２１
）と、タブレット（１１）にアドバイス情報を含むデータを送信する送信部（２２）と、
身体情報を記憶する記憶部（２３）と、アドバイス情報生成部（２４）とを具備する。
【００４２】
　これにより、通信サーバ（２０）は、複数の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（
６０）、脈拍計（７０）など）で検出された身体情報を、タブレット（１１）を経由して
データとして受信することが可能である。
【００４３】
　記憶部（２３）は、身体情報を格納するためのものでもあり、受信部（２１）でタブレ
ット（１１）から受信された身体情報を、受信時刻と関連付けて経時的に蓄積し、データ
ベース化する。
【００４４】
　このように記憶部（２３）に格納された身体情報に基づいて、通信サーバ（２０）のア
ドバイス情報生成部（２４）によりアドバイス情報が作成されることになる。上記アドバ
イス情報としては、アドバイス情報は、使用者の身体情報に基づいた使用者の健康に対す
るアドバイスを含む情報である。アドバイス情報は、例えばビックデータに基づく健康上
のアドバイスや、適切なマッサージコースや、医者などによる専門的なアドバイスを含む
もの等が挙げられる。具体的には、アドバイス情報は、例えば、図１４に示されるように
、個々の身体情報（例えば脈拍）に基づいた個別のアドバイス情報であったり、図１５に
示されるような複数の身体情報（例えば、体重、血圧、脈拍など）に基づいた総合的なア
ドバイス情報であったり、種々の情報を含む。
【００４５】
　アドバイス情報の一例としては、例えば、医者や検査技師や事業者の人間等により、過
去の身体情報と現在の身体情報とを比較する等の判断等が行われ、使用者の腎臓の働きが
低下していると考えられる場合、医者等によりアドバイスや、事業者の人間等によりマッ
サージコースに関する情報（例えば、「腎臓の働きが活発でない人向けのマッサージは、
外関→三陰交→腎兪を中心としたコースです。外関は手首のツボで、体を目覚めさせる効
果が期待されます。三陰交は足首の内側にあるツボで、水分の流れをよくする効果が期待
されます。腎兪は腰にあるツボで、腎疾患を治療する効果が期待されます。また、腎臓の
代表的な症状で全身のだるさを和らげる効果があるとされている天柱を刺激してもいいで
しょう。おすすめのコースは疲労回復コースです。」というメッセージ）等がアドバイス
情報として作成されてもよい。
【００４６】
　送信部（２２）は、タブレット（１１）にアドバイス情報をデータとして送信する制御
を行うものである。これにより、後述するが使用者は後日、マッサージ機（１０）でマッ
サージを行う際に、アドバイス情報を確認することで適切なマッサージコースを選択する
ことができることになる。
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　なお、本実施形態では、通信サーバ（２０）とタブレット（１１）との間での「情報」
のやり取りとしてデータでのやり取りについて説明したが、これに限定されるものではな
く、他の方法での情報のやり取りが用いられてもよい。
【００４７】
　図３は、本発明の実施形態に係るマッサージ機の斜視図である。マッサージ機（１０）
は、図２～３に示されるように、座部や背凭れ部やフットレストや肘掛け部等を備える椅
子本体（１４）と、モータや施療子等を備えるマッサージユニット（１２）と、マッサー
ジユニット（１２）を制御する制御部（１３）と、マッサージ動作に係る各種操作入力を
受付けることが可能な上記のタブレット（１１）とから主として構成されている。
　上記のタブレット（１１）は、図３のように椅子本体（１４）のひじかけなどに取り付
けてもよいし、椅子本体（１４）に固定されない状態で椅子本体（１４）に内蔵された制
御部（１３）と有線又は無線で通信可能に接続されてもよい。
【００４８】
　マッサージユニット（１２）は、例えば背凭れ部等に内蔵されたものであり、モータに
よって駆動される施療子を備えるとともに、この施療子の動作位置（上下位置、幅位置）
と、施療子の動作速度及び変位量とを変更することができるように構成されている。
【００４９】
　制御部（１３）は、ＣＰＵやＲＡＭやＲＯＭやメモリ等から構成されたものであり、マ
ッサージ実行の際、後述するタブレット（１１）の操作制御手段（１１ｂ）から指示信号
を受取り、その指示信号に基づいて制御信号を出力してモータ等を作動させ、施療子等に
よるマッサージを実行する。このような制御部（１３）に指示信号を出力するために、タ
ブレット（１１）は、ＣＰＵやＲＡＭやＲＯＭやメモリ等を備えている。
【００５０】
　タブレット（１１）に設けられた記憶手段（１１ｈ）は、施療子等の動作パターンを示
すマッサージコースに係るデータを格納しており、予め複数のマッサージコースを記憶し
ている。マッサージコースは、例えば揉み動作、叩き動作、指圧動作、ローリング動作、
脚揉み動作、引き揉み動作、臀部揉み動作、肛門部バイブレーション動作を特定の速度（
一定速度に限らず、速度が変化してもよい）で実行させたり、各動作を組み合わせ、所定
の手順で（同時又は順次に）実行させたりするマッサージコースやプログラムが格納され
ており、マッサージの目的に応じてむくみ解消コースや疲労回復コースやストレス解消コ
ースやおやすみコース等が用意されている。
【００５１】
　なお、タブレット（１１）の記憶手段（１１ｈ）は、上記の通信サーバ（２０）の記憶
部（２３）とは別個にまたは並行して、上記複数の測定ユニット（体重計（５０）、血圧
計（６０）、脈拍計（７０））から取得した身体情報を記憶することも可能である。その
場合、タブレット（１１）を通信サーバ（２０）と接続せずに過去の身体情報の履歴をタ
ブレット（１１）のディスプレイ（１１ｆ）に表示することが可能である。さらに、タブ
レット（１１）がアドバイス情報生成部を備えている場合には、タブレット（１１）単独
でアドバイス情報を生成してディスプレイ（１１ｆ）に表示することが可能である。
【００５２】
　タブレット（１１）の記憶手段（１１ｈ）に格納されたマッサージコースの一例として
、例えば、「おはようコース」とは、古代ヨーロッパで生まれた「マッサージ」の考えを
取り入れた技法で、体の末端から心臓へ向けて血流を促す。戻りにくい末端の血液を心臓
に送り返し、疲労回復を促し、新陳代謝を高めて体をリフレッシュさせる。また、「おや
すみコース」とは、古代中国で生まれた「あんま」の考えを取り入れたマッサージの技法
で、心臓から体の末端へ向けて血流を促す。全身の血行を促進し、末端まで血液を巡らせ
、リラックスさせる。なお、マッサージコースは、マッサージユニット（１２）の各種の
動作だけでなく、リクライニング角度変更動作やフットレスト角度変更動作もさらに組み
合わせたものであってもよい。
【００５３】
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　タブレット（１１）は、選択可能なマッサージコースや各種情報等をディスレイ（１１
ｆ）に画像として表示する表示制御手段（１１ａ）と、ディスプレイ（１１ｆ）に表示さ
れた画像に基づいての操作を含む使用者からの各種操作入力を受付け制御部（１３）に指
示信号を出力する操作制御手段（１１ｂ）と、通信サーバ（２０）からデータを受信する
受信手段（１１ｃ）と、通信サーバ（２０）にデータを送信する送信手段（１１ｄ）と、
複数の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０）など）から身体
情報が入力される受信部（１１ｅ）とを有する。
【００５４】
　受信部（１１ｅ）は、複数の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６０）、脈拍計
（７０））で検出された身体情報が入力され、記憶手段（１１ｈ）に日時とともに記憶さ
せる制御を行うものである。
【００５５】
　送信手段（１１ｄ）は、記憶手段（１１ｈ）に記憶された身体情報をデータとして通信
サーバ（２０）に送信する制御を行うことが可能である。
　受信手段（１１ｃ）は、マッサージ機（１０）がＯＮにされた時に、通信サーバ（２０
）からアドバイス情報をデータとして受信して記憶手段（１１ｈ）に記憶させる制御を行
うものである。
【００５６】
　表示制御手段（１１ａ）は、タブレット（１１）のディスプレイ（１１ｆ）に表示する
画面を制御するものである。表示制御手段（１１ａ）は、上記のように、図７に示される
複数の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０））による一連の
測定（いわゆる二分間の健康管理）を開始する開始スイッチ部（１１ｉ）を表示する画面
や、図８、図１０、図１２に示される使用者へ各測定ユニットを用いて身体情報を測定す
ることを促すインストラクション画面、および図９、図１１、図１３に示される各測定ユ
ニットから取得した身体情報（測定結果）を表示する画面、および、図１４～１５に示さ
れる身体情報（測定結果）に基づいたアドバイス情報を表示する画面などを表示するよう
に、ディスプレイ（１１ｆ）を制御する。
【００５７】
　以上のように構成された図１～２に示される健康管理システム（１００）は、たとえば
、図５に示されるフローチャート、および図６に示される測定フローの表にしたがって、
基本動作、すなわち、上記複数の測定ユニットからの身体情報の取得、ならびに当該身体
情報に基づいたマッサージコースの実行を含む一連の動作を実行する。
　まず、上記の一連の基本動作を実行する前に、図４に示されるように、ディスプレイ（
１１ｆ）に表示される初期設定用画面にしたがって、健康管理システム（１００）を使用
する使用者（ユーザー）の個人情報として、ユーザー名、性別、年令、身長をあらかじめ
入力しておく。
【００５８】
　初期設定の後、使用者は、まず図７に示されるように、タブレット（１１）のディスプ
レイ（１１ｆ）に表示される開始スイッチ部（１１ｉ）の場所でタッチパネル（１１ｇ）
に接触する。これにより、健康管理システム（１００）は、二分間の健康管理と呼ばれる
複数の測定ユニットによる身体情報ならびにそれに基づくアドバイス情報を取得する一連
の作業を開始する（図５のステップＳ１）。二分間の健康管理を開始したとき、図６に示
される測定フローの表に示されるように、使用者（ユーザー）の各動作に対応して、タブ
レット（１１）の動作（ディスプレイ（１１ｆ）への表示等）が実行され、それに伴って
、音声告知部（１６）から音声告知が発せられていく。
　具体的には、二分間の健康管理がスタートし、ユーザー選択画面（図示せず）を用いて
ユーザー選択をすると、最初に、図８に示されるように、ディスプレイ（１１ｆ）には、
使用者に体重測定をするように促すインストラクション情報が表示され、音声告知部（１
６）から体重計（５０）に乗るように音声で指示される。このとき、使用者がディスプレ
イ（１１ｆ）に表示される測定省略スイッチ部（測定省略ボタン）（１１ｊ）の場所でタ
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ッチパネル（１１ｇ）に接触すると、体重測定は省略される。
【００５９】
　体重測定が完了すれば、図９に示されるように、ディスプレイ（１１ｆ）には、体重測
定の結果が表示される（ステップＳ２）。体重測定の結果は、過去１週間分の履歴データ
とともに表示してもよい。体重測定の結果に問題があるときには、結果に応じた注意コメ
ントやアドバイスなどのアドバイス情報を音声告知部（１６）から音声で告知してもよい
。
【００６０】
　体重測定の結果を確認した使用者は、図９のＯＫボタン（１１ｋ）の場所でタッチパネ
ル（１１ｇ）に接触すると、図１０に示されるように使用者に血圧測定をするように促す
インストラクション情報が表示され、音声告知部（１６）から血圧計（６０）を装着する
ように音声で指示される。このとき、使用者が図８のディスプレイ（１１ｆ）に表示され
る測定省略スイッチ部（測定省略ボタン）（１１ｊ）の場所でタッチパネル（１１ｇ）に
接触すると、血圧測定は省略される。
　血圧測定が完了すれば、図１１に示されるように、ディスプレイ（１１ｆ）には、血圧
測定の結果が表示される（ステップＳ３）。血圧測定の結果についても、上記体重と同様
に、過去１週間分の履歴データとともに表示してもよく、血圧測定の結果に問題があると
きには、結果に応じた注意コメントやアドバイスなどのアドバイス情報を音声告知部（１
６）から音声で告知してもよい。
【００６１】
　血圧測定の結果を確認した使用者は、図１１のＯＫボタン（１１ｋ）の場所でタッチパ
ネル（１１ｇ）に接触すると、図１２に示されるように使用者に脈拍測定をするように促
すインストラクション情報が表示され、音声告知部（１６）から脈拍計（７０）（具体的
には指センサー）を装着するように音声で指示される。このとき、使用者が図８のディス
プレイ（１１ｆ）に表示される測定省略スイッチ部（測定省略ボタン）（１１ｊ）の場所
でタッチパネル（１１ｇ）に接触すると、血圧測定は省略される。脈拍計（７０）（指セ
ンサー）を装着した後、図１２のディスプレイ（１１ｆ）上の開始スイッチ部（１１ｍ）
をタッチすれば、脈拍測定が開始される。
　なお、血圧計（６０）として血圧だけでなく脈拍を測定する機能を有する血圧計を用い
る場合には、血圧計（６０）を装着した状態で血圧および脈拍を同時に測定することが可
能である。　脈拍測定が完了すれば、図１３に示されるように、ディスプレイ（１１ｆ）
には、脈拍測定の結果が表示される（ステップＳ４）。脈拍測定の結果についても、上記
体重や血圧と同様に、過去１週間分の履歴データとともに表示してもよく、脈拍測定の結
果に問題があるときには、結果に応じた注意コメントやアドバイスなどのアドバイス情報
を図１４に示されるようにディスプレイ（１１ｆ）に表示する（例えば、図１４に示され
るように正常な脈拍を保つために食事に気をつけるなどのアドバイスを表示する）か、ま
たは音声告知部（１６）から音声で告知してもよい。なお、図１３～１４に示される符号
（１１ｎ）は、次の画面（処理）に進むためのスイッチを示す。
【００６２】
　上記の体重、血圧、脈拍の３つの測定結果（身体情報）およびそれに基づくアドバイス
情報は、図１５に示されるように、ディスプレイ（１１ｆ）の１つの画面上に一括して表
示される（ステップＳ５、Ｓ６）。
　その後、タブレット（１１）の操作制御手段（１１ｂ）は、上記３つの測定結果（身体
情報）およびアドバイス情報から、最適なマッサージコースを選択し（ステップＳ７）、
マッサージユニット（１２）は、選択されたマッサージコースにしたがってマッサージを
実行する（ステップＳ８）。または、タブレット（１１）のディスプレイ（１１ｆ）に上
記３つの測定結果（身体情報）およびアドバイス情報に基づいたお勧めのマッサージコー
スを複数表示し、使用者に好きなマッサージコースを選択できるようにしてもよい。
【００６３】
　本実施形態の健康管理システム（１００）では、上記のように、使用者の複数の身体情
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報（体重、血圧、脈拍など）の測定を開始する際に、図７に示されるディスプレイ（１１
ｆ）の開始スイッチ部（１１ｉ）を使用者がタッチしたときに、一連の測定が開始される
。ディスプレイ（１１ｆ）は、複数の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６０）、
脈拍計（７０）など）の測定の手順を示す図８、図１０、および図１２に示されるような
インストラクション情報を表示するとともに、個々の測定ユニットから取得された身体情
報を表示する。これにより、健康管理のために体重や血圧などの複数の身体情報を取得す
るために、使用者は、タブレット（１１）の開始スイッチ部（１１ｉ）を操作するだけで
、タブレット（１１）の指示にしたがって複数の身体情報の取得を容易に行うことができ
る。
【００６４】
　本実施形態の健康管理システム（１００）では、アドバイス情報生成部（２４）は、図
１４～１５に示されるように、身体情報に基づいた使用者の健康に対するアドバイス情報
を生成する。アドバイス情報は、ディスプレイ（１１ｆ）に表示される。したがって、測
定ユニットから取得した使用者の現在の身体情報に基づいて健康についての的確なアドバ
イス情報を生成し、当該アドバイス情報をディスプレイ（１１ｆ）に表示して使用者に提
供することが可能であり、使用者はアドバイス情報に基づいて自己の健康管理を毎日容易
に行うことが可能である。
【００６５】
　アドバイス情報は、例えば、気分を落ち着かせる音楽を勧める内容を含んでもよい。
　また、健康管理システム（１００）が香りを発する物質を発散させるアロマディフュー
ザを実装されている場合には、使用者の健康状態にあった香り（アロマ）を勧める内容を
アドバイス情報に含んでいてもよい。
【００６６】
　また、体重、体温、血圧などの測定結果のうち、例えば体重が過去のデータの傾向（履
歴）から見て、増加傾向などの異常がある場合には、測定の順番を変えて、異常の傾向が
ある測定項目を優先的に最先の順番に変えて測定するようにしてもよい。さらに、測定後
、使用者に医者へ行くようにアドバイスする内容を含むアドバイス情報をディスプレイ（
１１ｆ）に表示してもよい。
【００６７】
　また、本実施形態の健康管理システム（１００）では、あらかじめ、使用者の年令およ
び性別の情報がタブレット（１１）から取得されているので、アドバイス情報生成部（２
４）は、使用者の年令および／または性別の情報と身体情報の両方に基づいてアドバイス
情報を生成する。したがって、測定ユニットから取得した身体情報に基づくだけでなく、
使用者の年令および／または性別の情報にも基づいてアドバイス情報を生成するので、使
用者は自己の年令や性別に対応したより的確なアドバイス情報を取得することが可能であ
る。
【００６８】
　さらに、本実施形態の健康管理システム（１００）では、アドバイス情報生成部（２４
）は、季節または時間に起因する環境情報、使用者の年令および／または性別の情報、お
よび身体情報に基づいてアドバイス情報を生成するようにしてもよい。その場合、測定ユ
ニットから取得した身体情報に基づくだけでなく、使用者の年令および／または性別の情
報、および季節または時間に起因する環境情報にも基づいてアドバイス情報を生成するの
で、使用者は使用者の年令や性別、および季節または時間に対応したより一層的確なアド
バイス情報を取得することが可能である。したがって、季節によって発生しやすい病気の
予防や時間ごとによって生じやすい身体の異常などについてのより詳しいアドバイス情報
を取得することが可能である。季節または時間に起因する環境情報は、例えば、季節ごと
の健康、食事、流行しやすい病気などの情報や、朝昼晩などの時間ごとに健康について気
をつけておくべき情報などを含んでいる。このような環境情報は、通信サーバ（２０）が
定期的にインターネットなどの公衆回線網から定期的に自動検索するなどにより、通信サ
ーバ（２０）の記憶部（２３）に適宜蓄積するようにすればよい。
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【００６９】
　ディスプレイ（１１ｆ）は、使用者の年令および／または性別によってインストラクシ
ョン情報を変更して表示してもよい。その場合、使用者の年令および／または性別によっ
てインストラクション情報を変更して表示することにより、使用者の年令および／または
性別に対応した順番または測定項目を変更（カスタマイズ）して複数の身体情報を取得す
ることが可能である。
【００７０】
　本実施形態の健康管理システム（１００）では、タブレット（１１）は、使用者による
操作によって複数の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０）な
ど）のうちの一部の測定の省略を指示する測定省略スイッチ部（１１ｊ）（図８、図１０
、図１２参照）をさらに有している。ディスプレイ（１１ｆ）は、複数の測定ユニット（
体重計（５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０）など）のうちの測定の省略を指示され
た一部の測定ユニットの測定の手順をとばして表示することが可能である。したがって、
使用者が測定省略スイッチ部（１１ｊ）を操作すれば、ディスプレイ（１１ｆ）は、複数
の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０）など）のうちの測定
の省略を指示された一部の測定ユニットの測定の手順をとばして表示すること可能になり
、必要な身体情報を選択して早期に取得することが可能である。
【００７１】
　さらに、本実施形態の健康管理システム（１００）は、複数の測定ユニット（体重計（
５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０）など）から取得された複数の身体情報に基づい
て使用者のマッサージを行うマッサージユニット（１２）を備えている。この構成によれ
ば、マッサージユニット（１２）は、複数の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６
０）、脈拍計（７０）など）から取得された複数の身体情報に基づいて、使用者のマッサ
ージを行うことが可能になり、使用者は効果的でかつ快適なマッサージを受けることが可
能になる。
【００７２】
　とくに、本実施形態のマッサージユニット（１２）は、複数の測定ユニット（体重計（
５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０）など）から取得された複数の身体情報およびア
ドバイス情報に基づいて使用者のマッサージを行うように構成されている。かかる構成に
よれば、マッサージユニット（１２）は、複数の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計
（６０）、脈拍計（７０）など）から取得された複数の身体情報だけでなく、上記のアド
バイス情報にも基づいて、使用者の身体状態に対応したマッサージを行うことが可能にな
り、使用者はより効果的でかつより快適なマッサージを受けることが可能になる。
【００７３】
　なお、本発明の健康管理システムは、マッサージユニットを含むことに限定するもので
はなく、マッサージユニットが無い構成であっても、複数の測定ユニット（体重計（５０
）、血圧計（６０）、脈拍計（７０））と操作ユニット（タブレット（１１））とがあれ
ば、使用者は、タブレット（１１）の開始スイッチ部（１１ｉ）を操作するだけで、タブ
レット（１１）の指示にしたがって複数の身体情報の取得を容易に行うことができる。
【００７４】
　なお、上記実施形態では、開始スイッチ部（１１ｉ）として、ディスプレイ（１１ｆ）
に表示された開始スイッチ部（１１ｉ）の場所に対応するタッチパネル（１１ｇ）の部分
が用いられているが、本発明はこれに限定されるものではなく、タッチパネル（１１ｇ）
以外の他のスイッチ手段、例えば押しボタンスイッチやトグルスイッチなどのスイッチ手
段の他にも、音声入力を用いたスイッチ手段を開始スイッチ部として用いられてもよい。
【００７５】
　本実施形態では、通信サーバ（２０）の記憶部（２３）は、タブレット（１１）に通信
可能に接続され、複数の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０
）など）から取得された複数の身体情報を記憶する。
　複数の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０）など）から取
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得された複数の身体情報は、タブレット（１１）に通信可能に接続された記憶部（２３）
に記憶されることにより、タブレット（１１）の記憶容量などの制約を受けることなく、
複数の身体情報を記憶部（２３）において安全かつ大量に保存することが可能である。ま
た、記憶部（２３）は、複数のタブレット（１１）から送られてきた複数の身体情報を一
括して記憶することにより、当該身体情報の集中管理も可能になる。
【００７６】
　本実施形態の健康管理システム（１００）の測定ユニットで測定される身体情報は、使
用者の体重、血圧、脈拍数、体温、発汗量、血糖値、体脂肪率、水分量、筋肉量、骨量、
基礎代謝量、BMI、肥満度、歩数、歩行距離、消費カロリー、および睡眠状態からなる群
のうちの少なくとも１つから選択される。身体情報が上記の項目のいずれかからなるので
、使用者は取得した複数の身体情報をタブレット（１１）のディスプレイ（１１ｆ）を介
して容易に取得することにより、これらの身体情報を自己の健康管理に容易に活用するこ
とが可能になる。
【００７７】
　さらに、本実施形態の健康管理システム（１００）では、インストラクション情報を音
声によって使用者に知らせる音声告知部（１６）を備える。そのため、複数の測定ユニッ
ト（体重計（５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０）など）の測定の手順を示すインス
トラクション情報を、タブレット（１１）のディスプレイ（１１ｆ）に表示するだけでな
く、音声告知部（１６）から音声によって使用者に知らせる。これにより、使用者は、タ
ブレット（１１）の開始スイッチ部（１１ｉ）を操作するだけで、タブレット（１１）の
ディスプレイ（１１ｆ）からの視覚的な指示および音声告知部（１６）からの音声的な指
示を両方受けることにより、これらの指示にしたがって正しい手順および操作方法で複数
の測定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０）など）を用い複数の
身体情報を容易かつ確実に取得することが可能になる。
【００７８】
　上記のタブレット（１１）の表示制御手段（１１ａ）は、使用者の健康状態をディスプ
レイ（１１ｆ）に画像として表示するほかにも（健康状態チェック機能）、使用者の健康
状態に基づいて特定のマッサージコースを自動的に選択したり推奨したり（マッサージコ
ース選択機能）する制御を行うのが好ましい。例えば使用者がマッサージを行う前に、デ
ィスプレイ（１１ｆ）に表示された画像を用いて健康状態を確認したい旨の操作を行うと
、記憶手段（１１ｈ）に記憶された健康状態としてアドバイス等がディスプレイ（１１ｆ
）に表示される。これにより、使用者は、どのようなマッサージコースを選択すればよい
かを使用者が認識することができ、使用者が適切なマッサージコースを選択してマッサー
ジ機（１０）を使用することができる。
【００７９】
　例えば、体重が増加してきている人に向けては、体重減少に有効なマッサージ動作を含
む体重チャレンジコースを勧める画面をディスプレイ（１１ｆ）に表示したり、脈拍が高
い人に向けては、脈拍の乱れを抑制するマッサージ動作を含むストレス解消コースを勧め
る画面をディスプレイ（１１ｆ）に表示するのが好ましい。
【００８０】
　また、ディスプレイ（１１ｆ）には、マッサージコースの具体的な情報を示すマッサー
ジコース情報を表示するのが好ましい。たとえば、ディスプレイ（１１ｆ）には、マッサ
ージコース情報として、「腎臓の働きが活発でない人向けのマッサージは、外関→三陰交
→腎兪を中心としたコースです。外関は手首のツボで、体を目覚めさせる効果が期待され
ます。三陰交は足首の内側にあるツボで、水分の流れをよくする効果が期待されます。ま
た、腎臓の代表的な症状で全身のだるさを和らげる効果があるとされている天柱を刺激し
てもいいでしょう。おすすめのコースは疲労回復コースです。」のメッセージ等を表示し
てもよい。これにより、本実施形態に係るマッサージ機（１０）では、使用者は、疲労回
復コースを選択すればよいことを認識することができ、例えば腎臓の働きを回復させるこ
とができる。このとき、使用者のマッサージ機（１０）に疲労回復コース等のおすすめの
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コースが記憶されていないときには、おすすめのコースが事業者の通信サーバ（２０）か
ら提供されたり、おすすめのコースの購入が勧められたりするようになっていてもよい。
【００８１】
　以上のように実施形態に係る健康管理システム（１００）によれば、使用者は複数の測
定ユニット（体重計（５０）、血圧計（６０）、脈拍計（７０））から身体情報を取得す
ることができ、その取得された身体情報に基づいて使用者は、マッサージを行う際に、適
切なマッサージコースを選択することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明に係る健康管理システムは、使用者の体重や血圧などの身体情報を測定する複数
の測定ユニットを備えた健康管理システムにおいて、操作が容易であり、複数の身体情報
の取得を容易に行うことが可能な健康管理システムとして有用である。
【符号の説明】
【００８３】
１０　　マッサージ機
１１　　タブレット
１１ａ　表示制御手段
１１ｂ　操作制御手段
１１ｃ　受信手段
１１ｄ　送信手段
１１ｅ　受信部
１１ｆ　ディスプレイ
１１ｇ　タッチパネル
１１ｈ　記憶手段
１２　　マッサージユニット
１３　　制御部
１４　　椅子本体
１６　　音声告知部
２０　　通信サーバ
２１　　受信部
２２　　送信部
２３　　記憶部
２４　　アドバイス情報生成部
５０　　体重計
５１　　送信部
５２　　検出部
６０　　血圧計
６１　　送信部
６２　　検出部
７０　　脈拍計
７１　　送信部
７２　　検出部
８０　　ウェアラブルウォッチ
１００　健康管理システム
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